
確認書

　一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定

等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１８年法律第５０号。）

第４４条の認定の申請をするに際し、当法人は、下記１のすべての事項に適合し、かつ、

下記２のいずれの事項にも該当しないことを確認しました。

記

１　公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成１８年法律第４９号。

　以下「認定法」という。）第５条第１０号及び第１１号に規定する公益認定の基準

２　認定法第６条第１号ロからニまで、第３号及び第６号に規定する欠格事由

殿

代表者の氏名

法人の名称

年度

事業
自

至

法人コード

法人名 社団法人日本水産学会

   1

菅　直人
社団法人日本水産学会

竹内　俊郎

内閣総理大臣

平成22年3月1日

平成23年2月28日

A003965



　確認書に係る公益認定の基準及び欠格事由の関連条文及びその内容は下記のとおりです。
確認書の提出に当たっては、下記の公益認定の基準に適合していること及び欠格事由に
該当しないことを必ず確認してください。

確認書の提出に当たっての注意事項

１－１　（親族等である理事又は監事の合計数の制限）
　　認定法第５条第１０号
　　　各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族（これらの者に準ず
　　るものとして当該理事と認定法施行令第４条で定める特別の関係がある者を含む。）で
　　ある理事の合計数が理事の総数の３分の１を超えないものであること。監事についても、
　　同様とする。

１－２　（相互に密接な関係にある者である理事又は監事の合計数の制限）
　　認定法第５条第１１号
　　　他の同一の団体（公益法人を除く。）の理事又は使用人である者その他これに準ずる
      相互に密接な関係にあるものとして認定法施行令第５条で定める者である理事の合計
      数が理事の総数の３分の１を超えないものであること。監事についても、同様とする。

２－１　（理事、監事及び評議員の欠格事由)
　　認定法第６条第１号ロ、ハ、ニ
　　　理事、監事及び評議員のうちに、次のいずれかに該当する者がいる。
　　（１）　次の事由により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける
　　　　　ことがなくなった日から５年を経過しない者
　　　　　・　認定法の規定に違反したこと
　　　　　・　一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成１８年法律第４８号）の
　　　　　　規定に違反したこと
　　　　　・　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）
　　　　　　　の規定（同法第３２条の２第７項の規定を除く。）に違反したこと
　　　　　・　刑法（明治４０年法律第４５号）第２０４条、第２０６条、第２０８条、
　　　　　　第２０８条の３第１項、第２２２条又は第２４７条の罪を犯したこと
　　　　　・　暴力行為等処罰に関する法律（大正１５年法律第６０号）第１条、第２条又は
　　　　　　第３条の罪を犯したこと
　　　　　・　国税又は地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税又は地方税
　　　　　　を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反
　　　　　　行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したこと
　　（２）　禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けること
　　　　　がなくなった日から５年を経過しない者
　　（３）　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力
　　　　　団員（以下単に「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日から５年を
　　　　　経過しない者

２－２　（定款又は事業計画書の内容の法令等違反）
　　認定法第６条第３号
　　　定款又は事業計画書の内容が法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反している。

２－３　（暴力団員等による事業活動の支配）
　　認定法第６条第６号
　　　暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者がその事業活動を

記

　　　支配している。
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